
  ８ 北 海 道 経 済 産 業 局 訓 令 第 ２ 号 

北 海 道 経 済 産 業 局 

北海道経済産業局長の処分に係る標準処理期間に関する規程の一部を改正する規程を

次のように定める。 

令和８年３月３１日 

北海道経済産業局長 浦田 秀行

北海道経済産業局長の処分に係る標準処理期間に関する規程の一部を改正する規程 

 北海道経済産業局長の処分に係る標準処理期間に関する規程（平成１６年１０月１日 １６

北海道経済産業局訓令第１２号）の一部を別表のとおり改正する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この規程の施行前にされた申請に対する処分に係る標準処理期間は、なお従前の

例による。



（別表）

１．中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）

手続名

行政手続等における情報通信の技術の
利用に関する法律（平成一四年法律第
百五十一号。以下同じ。）第六条第一
項の規定により行われた申請の場合の
処理期間

その他の申請の場合の処理期間

中小企業等協同組合法第９条の２の２に基づく団体協約の調停 １月 ２月

中小企業等協同組合法第９条の２の２に基づく団体協約のあっせ
ん

１０日（行政庁が経済産業大臣及び
その他の大臣であるとき又は経済産業
大臣及び都道府県知事であるときは、
１５日）

３週（行政庁が経済産業大臣及びその
他の大臣であるとき又は経済産業大臣
及び都道府県知事であるときは、１
月）

中小企業等協同組合法第９条の２の３第１項に基づく事業協同組
合及び事業協同小組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認
可

１０日（行政庁が経済産業大臣及び
その他の大臣であるとき又は経済産業
大臣及び都道府県知事であるときは、
１５日）

３週（行政庁が経済産業大臣及びその
他の大臣であるとき又は経済産業大臣
及び都道府県知事であるときは、１
月）

中小企業等協同組合法第９条の６の２第１項に基づく事業協同組
合の責任共済等に関する共済規程の認可

１５日 １月

中小企業等協同組合法第９条の６の２第３項に基づく事業協同組
合の責任共済等に関する共済規程の変更・廃止の認可

１５日 １月

中小企業等協同組合法第９条の９第４項に基づく協同組合連合会
の責任共済等に関する共済規程の認可

１５日 １月

中小企業等協同組合法第９条の９第４項に基づく協同組合連合会
の責任共済等に関する共済規程の変更・廃止の認可

１５日 １月

中小企業等協同組合法第９条の９第４項に基づく協同組合連合会
の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可

１０日（行政庁が経済産業大臣及び
その他の大臣であるとき又は経済産業
大臣及び都道府県知事であるときは、
１５日）

３週（行政庁が経済産業大臣及びその
他の大臣であるとき又は経済産業大臣
及び都道府県知事であるときは、１
月）

中小企業等協同組合法第２７条の２第１項に基づく事業協同組合
等の設立の認可

１０日（行政庁が経済産業大臣及び
その他の大臣であるとき又は経済産業
大臣及び都道府県知事であるときは、
１５日）

３週（行政庁が経済産業大臣及びその
他の大臣であるとき又は経済産業大臣
及び都道府県知事であるときは、１
月）

中小企業等協同組合法第４８条に基づく組合員による臨時総会招
集の承認

１０日（行政庁が経済産業大臣及び
その他の大臣であるとき又は経済産業
大臣及び都道府県知事であるときは、
１５日）

３週（行政庁が経済産業大臣及びその
他の大臣であるとき又は経済産業大臣
及び都道府県知事であるときは、１
月）

中小企業等協同組合法第５１条第２項に基づく定款の変更の認可

１０日（行政庁が経済産業大臣及び
その他の大臣であるとき又は経済産業
大臣及び都道府県知事であるときは、
１５日）

３週（行政庁が経済産業大臣及びその
他の大臣であるとき又は経済産業大臣
及び都道府県知事であるときは、１
月）

中小企業等協同組合法第５７条の５に基づく責任共済等の事業を
行う組合等の余裕金の運用の認可

１５日 １月

中小企業等協同組合法第６２条第４項に基づく責任共済等の事業
を行う組合等の解散の認可

１５日 １月

中小企業等協同組合法第６３条第３項に基づく合併の認可

１０日（行政庁が経済産業大臣及び
その他の大臣であるとき又は経済産業
大臣及び都道府県知事であるときは、
１５日）

３週（行政庁が経済産業大臣及びその
他の大臣であるとき又は経済産業大臣
及び都道府県知事であるときは、１
月）

２．産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

産業標準化法第３０条第１項及び第２項、第３１条第１項並びに
第３７条第１項から第３項までの規定による登録認証機関の登録
又は登録の更新

６月 ６月

標準処理期間

標準処理期間



３．鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

鉱業法第１８条第２項に基づく試掘権の存続期間延長の許可 １月 ４５日

鉱業法第２１条第１項に基づく鉱業権設定の許可

５月
(鉱業法第２４条の規定に基づ
く関係機関への協議期間、同法
第２５条第１項の規定に基づく
採掘出願の場合における土地の
所有者に対する意見書の提出手
続、同法第２７条第１項及び第
２項の規定に基づく先願待ち期
間並びに同法第２７条第３項の
規定に基づく競願に係るくじ手
続に必要な期間を除く。)

６月
(鉱業法第２４条の規定に基づ
く関係機関への協議期間、同法
第２５条第１項の規定に基づく
採掘出願の場合における土地の
所有者に対する意見書の提出手
続、同法第２７条第１項及び第
２項の規定に基づく先願待ち期
間並びに同法第２７条第３項の
規定に基づく競願に係るくじ手
続に必要な期間を除く。)

鉱業法第３０条第１項に基づく鉱業出願地の増減の許可

４月
(鉱業法第３０条第２項により
準用する同法第２４条の規定に
基づく関係機関への協議期間、
同法第２５条第１項の規定に基
づく採掘出願の場合における土
地の所有者に対する意見書の提
出手続、同法第２７条第１項及
び第２項の規定に基づく先願待
ち期間並びに同法第２７条第３
項の規定に基づく競願に係るく
じ手続に必要な期間を除く。)

５月
(鉱業法第３０条第２項により
準用する同法第２４条の規定に
基づく関係機関への協議期間、
同法第２５条第１項の規定に基
づく採掘出願の場合における土
地の所有者に対する意見書の提
出手続、同法第２７条第１項及
び第２項の規定に基づく先願待
ち期間並びに同法第２７条第３
項の規定に基づく競願に係るく
じ手続に必要な期間を除く。)

鉱業法第３９条第１項に基づく鉱業権設定の許可

５月
(鉱業法第３９条第４項により
準用する同法第２５条第１項の
規定に基づく採掘出願の場合に
おける土地の所有者に対する意
見書の提出手続及び同法第４０
条第４項の規定に基づく関係機
関への協議に関する期間を除
く。)

６月
(鉱業法第３９条第４項により
準用する同法第２５条第１項の
規定に基づく採掘出願の場合に
おける土地の所有者に対する意
見書の提出手続及び同法第４０
条第４項の規定に基づく関係機
関への協議に関する期間を除
く。)

鉱業法第４１条第１項に基づく採掘権設定の許可

５月
(鉱業法第４１条第４項におい
て準用する同法第２４条に基づ
く関係機関への協議、同法第２
５条第１項の規定に基づく採掘
出願の場合における土地の所有
者に対する意見書の提出手続に
関する期間を除く。)

６月
(鉱業法第４１条第４項におい
て準用する同法第２４条に基づ
く関係機関への協議、同法第２
５条第１項の規定に基づく採掘
出願の場合における土地の所有
者に対する意見書の提出手続に
関する期間を除く。)

鉱業法第４４条第１項に基づく鉱区の増加の許可

４月
(鉱業法第４４条第３項により
準用する同法第２４条の規定に
基づく関係機関への協議期間、
同法第２５条第１項の規定に基
づく採掘出願の場合における土
地の所有者に対する意見書の提
出手続、同法第２７条第１項及
び第２項の規定に基づく先願待
ち期間並びに同法第２７条第３
項の規定に基づく競願に係るく
じ手続に必要な期間を除く。)

５月
(鉱業法第４４条第３項により
準用する同法第２４条の規定に
基づく関係機関への協議期間、
同法第２５条第１項の規定に基
づく採掘出願の場合における土
地の所有者に対する意見書の提
出手続、同法第２７条第１項及
び第２項の規定に基づく先願待
ち期間並びに同法第２７条第３
項の規定に基づく競願に係るく
じ手続に必要な期間を除く。)

鉱業法第４５条第１項に基づく鉱区の増減の許可

４月
(鉱業法第４５条第３項により
準用する同法第２４条の規定に
基づく関係機関への協議及び同
法第２５条第１項の規定に基づ
く採掘出願の場合における土地
の所有者に対する意見書の提出
手続に関する期間を除く。)

５月
(鉱業法第４５条第３項により
準用する同法第２４条の規定に
基づく関係機関への協議及び同
法第２５条第１項の規定に基づ
く採掘出願の場合における土地
の所有者に対する意見書の提出
手続に関する期間を除く。)

鉱業法第４６条第１項に基づく隣接鉱区への掘進増区の許可 ３月 ４月

鉱業法第４４条第１項に基づく鉱区の減少の許可 ４５日 ２月

標準処理期間



鉱業法第５０条第１項に基づく採掘鉱区の合併の許可 ７５日 ３月

鉱業法第５０条第１項に基づく採掘鉱区の分割の許可 ４５日 ２月

鉱業法第５０条第２項に基づく採掘鉱区の分割及び合併の許可 ４５日 ２月

鉱業法第５１条の２に基づく鉱業権の移転の許可 ５月 ６月

鉱業法第６２条第２項に基づく事業着手延期の認可 １６日 ３週

鉱業法第６２条第３項に基づく事業休止の認可 １６日 ３週

鉱業法第６３条第２項に基づく採掘施業案の認可･変更の認可

２月
(鉱業法施行規則第２７条第４
項の規定に基づく産業保安監督
部長への協議期間を除く。)

３月
(鉱業法施行規則第２７条第４
項の規定に基づく産業保安監督
部長への協議期間を除く。)

鉱業法第６３条の２第１項に基づく施業案の認可・変更の認可

２月
(鉱業法施行規則第２７条の２
第３項により準用する同規則第
２７条第４項の規定に基づく産
業保安監督部長への協議期間を
除く。)

３月
(鉱業法施行規則第２７条の２
第３項により準用する同規則第
２７条第４項の規定に基づく産
業保安監督部長への協議期間を
除く。)

鉱業法第６３条の２第２項に基づく施業案の認可・変更の認可

２月
(鉱業法施行規則第２７条の２
第３項により準用する同規則第
２７条第４項の規定に基づく産
業保安監督部長への協議期間を
除く。)

３月
(鉱業法施行規則第２７条の２
第３項により準用する同規則第
２７条第４項の規定に基づく産
業保安監督部長への協議期間を
除く。)

鉱業法第７６条第４項に基づく租鉱権の存続期間延長の認可 ６５日 ８０日

鉱業法第７７条第１項に基づく租鉱権の設定の認可 ３月 ４月

鉱業法第７８条第１項に基づく租鉱区増減の認可 ３月 ４月

鉱業法第８７条で準用する法第６３条第２項に基づく租鉱施業案
の認可･変更の認可

２月
(鉱業法施行規則第３３条によ
り準用する同規則第２７条第４
項の規定に基づく産業保安監督
部長への協議期間を除く。)

３月
(鉱業法施行規則第３３条によ
り準用する同規則第２７条第４
項の規定に基づく産業保安監督
部長への協議期間を除く。)

鉱業法第１００条の２第１項に基づく鉱物の探査の許可 ２月 ２月

鉱業法第１００条の４第１項に基づく鉱物の探査の変更の許可 ２月 ２月

鉱業法第１００条の８第１項に基づく鉱物の探査の許可を受けた
者である法人の合併及び分割の承認

２月 ２月

鉱業法第１００条の９第１項に基づく鉱物の探査の許可を受けた
者の相続の承認

２月 ２月

鉱業法第１０１条第１項に基づく土地立入､竹木伐採の許可 ４月 ５月

鉱業法第１０６条第１項に基づく土地の使用又は収用の許可

５月
(鉱業法第１０６条第２項の規
定に基づく関係都道府県知事へ
の協議期間を除く。)

６月
(鉱業法第１０６条第２項の規
定に基づく関係都道府県知事へ
の協議期間を除く。)

鉱業法第１０８条に基づく水の使用に関する権利の許可

５月
(鉱業法第１０８条により準用
する同法第１０６条第２項の規
定に基づく関係都道府県知事へ
の協議期間を除く。)

６月
(鉱業法第１０８条により準用
する同法第１０６条第２項の規
定に基づく関係都道府県知事へ
の協議期間を除く。)

鉱業法第１１９条に基づく供託金銭の取り戻しの承認 ７５日 ３月

鉱業法施行規則第４１条第１項に基づく供託金銭の分割供託の承
認

１６日 ３週



４．採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

採石法第１４条第１項に基づく土地の処分の許可 ３週 １月

採石法第１４条第２項に基づく採石権の処分の許可 ３週 １月

５．ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

ガス事業法第３条に基づくガス小売事業の登録 ― １月

ガス事業法第７条第１項に基づくガス小売事業の変更登録 ― １月

ガス事業法第２６条第３項第２号に基づくガス主任技術者に合格
者した者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定

― ３週

ガス事業法第２９条第３項に基づく指定試験機関の指定 ― ４週

ガス事業法第３３条第１項に基づく登録ガス工作物検査機関の登
録

― ４週

ガス事業法第３５条に基づく一般ガス導管事業の許可（次に掲げ
る場合を除く。）

― ４月

ガス事業法第３５条に基づく一般ガス導管事業の許可（申請者が
一般ガス導管事業を行おうとする供給区域の全部又は一部が一般
ガス導管事業者の供給区域内にある場合に限る。）

― ６月

ガス事業法第３９条第３項に基づく事業開始の指定期間の延長 ― ４週

ガス事業法第４０条第１項に基づく供給区域の変更の許可（供給
区域の減少に係る場合又は増加する供給区域の全部若しくは一部
が供給区域を増加しようとする一般ガス導管事業者以外の一般ガ
ス導管事業者の供給区域内にある場合を除く。）

― ４週

ガス事業法第４０条第１項に基づく供給区域の変更の許可（供給
区域の減少に係る場合に限る。）

― ４月

ガス事業法第４０条第１項に基づく供給区域の変更の許可（増加
する供給区域の全部又は一部が供給区域を増加しようとする一般
ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者の供給区域内にある場
合に限る。）

― ６月

ガス事業法第４０条第２項に基づく増加供給区域に係る事業開始
の指定期間の延長

― ４週

ガス事業法第４２条第１項に基づく一般ガス導管事業の譲渡し及
び譲受けの認可

― ６週

ガス事業法第４２条第２項に基づく一般ガス導管事業者である法
人の合併及び分割の認可

― ６週

ガス事業法第４４条第１項に基づく一般ガス導管事業の休止又は
廃止の許可

― ６週

ガス事業法第４４条第２項に基づく一般ガス導管事業者たる法人
の解散決議又は総社員の同意の認可

― ６週

ガス事業法第４８条第１項本文に基づく託送供給約款の認可 ― ４月

ガス事業法第４８条第２項において準用する同条第１項本文に基
づく託送供給約款の変更の認可

― ４月

ガス事業法第４８条第１項ただし書に基づく託送供給約款制定不
要の承認

― ４週

標準処理期間

標準処理期間



ガス事業法第４８条第３項ただし書に基づく託送供給約款以外の
供給条件の認可

― ４週

ガス事業法第５１条第２項ただし書に基づく最終保障供給約款以
外の供給条件の承認

― ４週

ガス事業法第６９条第１項に基づく登録ガス工作物検査機関の登
録

― ４週

ガス事業法第７０条第１項に基づく仮合格の承認 ― ４週

ガス事業法第７６条第１項ただし書に基づく託送供給約款制定不
要の承認

― ４週

ガス事業法第７６条第３項ただし書に基づく託送供給約款以外の
供給条件の承認

― ４週

ガス事業法第８４条第１項において準用する同法第６９条第１項
に基づくガス工作物検査機関の登録

― ４週

ガス事業法第８９条第２項ただし書に基づくガス受託製造約款以
外の条件の承認

― ４週

ガス事業法第１０２条第１項に基づくガス工作物検査機関の登録 ― ４週

ガス事業法第１０３条第１項に基づく仮合格の承認 ― ４週

ガス事業法第１１２条第１項に基づく指定試験機関の試験事務規
程の認可及びその変更認可

― １月

ガス事業法第１１３条に基づく指定試験機関の試験事務の休廃止
の許可

― １月

ガス事業法第１１４条第１項に基づく指定試験機関の事業計画等
の認可及びその変更認可

― １月

ガス事業法第１１５条に基づく指定試験機関の役員の選任及び解
任の認可

― １月

ガス事業法第１２６条第１項の規定による同法第３３条第１項、
第６９条第１項（第８４条第１項において準用する場合を含
む。）及び第１０２条第１項に基づく登録ガス工作物検査機関の
登録の更新

― ４週

ガス事業法第１３８条第２項第２号の規定による輸出用以外の特
定の用途に供するガス用品の販売等の承認

２週

ガス事業法第１４５条第１項第２号の規定による輸出用以外の特
定の用途に供するガス用品の製造又は輸入の承認

２週

ガス事業法第１４６条第１項の規定による国内登録ガス用品検査
機関又は外国登録ガス用品検査機関の登録（同法第１５２条で準
用する同法第１２６条の規定による国内登録ガス用品検査機関又
は外国登録ガス用品検査機関の登録の更新を含む。）

１２週（海外における実地調査
に係る日数を除く。）

ガス事業法第１６７条第１項に基づく土地の立入許可 ― ４月

電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第４７
号）附則第２２条第４項の規定によりなおその効力を有するもの
として読み替えて適用される同法第５条の規定による改正前のガ
ス事業法（昭和２９年法律第５１号。以下この表において「特定
旧法」という。）第７条第３項に基づく事業開始の指定期間の延
長

― ４週

特定旧法第１０条第１項に基づく指定旧供給区域等小売供給の譲
渡し及び譲受けの認可

― ６週

特定旧法第１０条第２項に基づく法人の合併及び分割の認可 ― ６週

特定旧法第１３条第１項に基づく指定旧供給区域等小売供給の休
止及び廃止の許可

― ６週



特定旧法第１３条第２項に基づく法人の解散決議等の認可 ― ６週

特定旧法第２０条ただし書に基づく特別供給条件の認可 ― ４週

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２３条第１項に基
づく指定旧供給区域等の変更の許可（指定旧供給区域等の減少に
係る場合又は増加する指定旧供給区域等の全部又は一部が指定旧
供給区域等を増加しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者
以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給区域内にある場合
を除く。）

― ４週

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２３条第１項に基
づく指定旧供給区域等の変更の許可（指定旧供給区域等の減少に
係る場合に限る。）

― ４月

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２３条第１項に基
づく指定旧供給区域等の変更の許可（増加する指定旧供給区域等
の全部又は一部が指定旧供給区域等を増加しようとする旧一般ガ
スみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者
の供給区域内にある場合に限る。）

― ６月

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２３条第５項に基
づく期間の延長

― ４週

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２４条第１項前段
に基づく指定旧供給区域等小売供給約款の認可及び変更の認可

― ４月

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２５条に基づく旧
認可供給条件の承認

― ４週

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２８条第４項の規
定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される
改正法第５条による改正前のガス事業法（以下この表において
「特別旧法」という。）第３７条の６の２ただし書に基づく特別
供給条件の認可

― ４週

特別旧法第３７条の７第１項において準用する同法第７条第３項
に基づく指定期間の延長

― ４週

特別旧法第３７条の７第１項において準用する同法第１０条第１
項に基づく指定旧供給地点小売供給の譲渡し及び譲受けの認可

― ４週

特別旧法第３７条の７第１項において準用する同法第１０条第２
項に基づく法人の合併及び分割の認可

― ４週

特別旧法第３７条の７第１項において準用する同法第１３条第１
項に基づく指定旧供給地点小売供給の休止及び廃止の許可

― ４週

特別旧法第３７条の７第１項において準用する同法第１３条第２
項に基づく法人の解散決議等の認可

― ４週

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２９条第１項に基
づく指定旧供給地点の変更の許可

― ４週

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２９条第５項に基
づく期間の延長

― ４週

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第３０条第１項に基
づく指定旧供給地点小売供給約款の認可及び変更の認可

― ４週

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第３１条に基づく旧
認可供給条件の承認

― ４週

ガス事業会計規則第１６条に基づく事業年度の例外承認 ― ４週

ガス事業会計規則第１６条に基づく勘定科目及び財務諸表の例外
承認

― ４週

ガス事業法施行規則第１７条第１項第１号及び第２号に基づく熱
量等の測定場所等の指定

― ２週



ガス事業法施行規則第１７条第１項第３号ただし書に基づく熱焼
速度が一定範囲であることの承認

― ２週

ガス事業法施行規則第１７条第２項第１号ただし書に基づく熱
量、熱焼速度等が一定範囲であることの承認

― ２週

ガス事業法施行規則第２２条第１項に基づく硫黄全量等が一定数
量以下であることの承認

― ２週

ガス事業法施行規則第２６条第２項に基づくガス主任技術者の特
例選任承認

― ２週

ガス事業法施行規則第４５条第２号に基づくガス工作物の一部使
用承認

― ２月

ガス事業法施行規則第４９条ただし書に基づくガス工作物の定期
検査時期変更承認(使用状況）

― ２月

ガス事業法施行規則第４９条ただし書に基づくガス工作物の定期
検査時期変更承認(非常の場合）

― ２月

ガス事業法施行規則第７８条第１項第１号及び第２号に基づく熱
量等の測定場所等の指定

― ２週

ガス事業法施行規則第７８条第１項第３号ただし書に基づく熱焼
速度が一定範囲であることの承認

― ２週

ガス事業法施行規則第７８条第２項第１号ただし書に基づく熱
量、熱焼速度等が一定範囲であることの承認

― ２週

ガス事業法施行規則第９０条第１項に基づく硫黄全量等が一定数
量以下であることの承認

― ２週

ガス事業法施行規則第９４条第２項に基づくガス主任技術者の特
例選任承認

― ２週

ガス事業法施行規則第１０３条第２号に基づくガス工作物の一部
使用承認

― ２週

ガス事業法施行規則第１０８条ただし書に基づくガス工作物の定
期検査時期変更承認(使用状況）

― ２週

ガス事業法施行規則第１０８条ただし書に基づくガス工作物の定
期検査時期変更承認(非常の場合）

― ２週

ガス事業法施行規則第１２６条第１項第１号及び第２号に基づく
熱量等の測定場所等の指定

― ２週

ガス事業法施行規則第１３１条第１項において準用する同令第９
４条第２項に基づくガス主任技術者の特例選任承認

― ２週

ガス事業法施行規則第１３１条第１項において準用する同令第１
０３条第２号に基づくガス工作物の一部使用承認

― ２月

ガス事業法施行規則第１３１条第１項において準用する同令第１
０８条ただし書に基づくガス工作物の定期検査時期変更承認(使用
状況）

― ２月

ガス事業法施行規則第１３１条第１項において準用する同令第１
０８条ただし書に基づくガス工作物の定期検査時期変更承認(非常
の場合）

― ２月

ガス事業法施行規則第１４４条第１項第１号及び第２号に基づく
熱量等の測定場所等の指定

― ２週

ガス事業法施行規則第１５０条第２項に基づくガス主任技術者の
特例選任承認

― ２週

ガス事業法施行規則第１５９条第２号に基づくガス工作物の一部
使用承認

― ２週



ガス事業法施行規則第１６４条ただし書に基づくガス工作物の定
期検査時期変更承認(使用状況）

― ２週

ガス事業法施行規則第１６４条ただし書に基づくガス工作物の定
期検査時期変更承認(非常の場合）

― ２週

ガス事業法施行規則第１６８条第２項において準用する同令第２
６条第２項に基づくガス主任技術者の特例選任承認

― ２週

ガス事業法施行規則第２００条第１項第１号に基づく消費機器の
調査時期の特定承認

― ２月

ガス事業法施行規則第２０３条第１項に基づく特別の理由による
消費機器の技術上の基準の認可

― ２月

ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第３の規定による略
称の承認

― ２週

６．租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

租税特別措置法施行規則第７条若しくは第２１条の５又は第２２
条の４７に基づく特定災害防止準備金に係る認定

４５日 ２月

７．中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八
十五号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

中小企業団体の組織に関する法律第５条の７第２項に基づく協業
組合の事業転換の認可

１０日（主務大臣が経済産業大
臣及びその他の大臣であるとき
は、１５日）

３週（主務大臣が経済産業大臣
及びその他の大臣であるとき
は、１月）

中小企業団体の組織に関する法律第５条の１７第１項に基づく協
業組合の設立の認可

１０日（主務大臣が経済産業大
臣及びその他の大臣であるとき
は、１５日）

３週（主務大臣が経済産業大臣
及びその他の大臣であるとき
は、１月）

中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第３項に基づく協
業組合の組合員による臨時総会の招集の承認

１０日（主務大臣が経済産業大
臣及びその他の大臣であるとき
は、１５日）

３週（主務大臣が経済産業大臣
及びその他の大臣であるとき
は、１月）

中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第３項に基づく協
業組合の定款の変更の認可

１０日（主務大臣が経済産業大
臣及びその他の大臣であるとき
は、１５日）

３週（主務大臣が経済産業大臣
及びその他の大臣であるとき
は、１月）

中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第４項に基づく協
業組合の合併の認可

１０日（主務大臣が経済産業大
臣及びその他の大臣であるとき
は、１５日）

３週（主務大臣が経済産業大臣
及びその他の大臣であるとき
は、１月）

中小企業団体の組織に関する法律第９条に基づく商工組合の特別
の地区の承認

１０日 ３週

中小企業団体の組織に関する法律第１７条の２第１項に基づく商
工組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可

１０日 ３週

中小企業団体の組織に関する法律第３３条に基づく商工組合連合
会の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可

１０日 ３週

中小企業団体の組織に関する法律第４２条第１項に基づく商工組
合及び商工組合連合会の設立の認可

３０日 ２月

中小企業団体の組織に関する法律第４７条第２項に基づく商工組
合の組合員による臨時総会の招集の承認

１０日 ３週

中小企業団体の組織に関する法律第４７条第２項に基づく定款の
変更の認可

１０日 ３週

中小企業団体の組織に関する法律第４７条第３項に基づく商工組
合及び商工組合連合会の合併の認可

１０日 ３週

中小企業団体の組織に関する法律第９５条第４項に基づく協業組
合への組織変更の認可

１０日（主務大臣が経済産業大
臣及びその他の大臣であるとき
は、１５日）

３週（主務大臣が経済産業大臣
及びその他の大臣であるとき
は、１月）

標準処理期間

標準処理期間



中小企業団体の組織に関する法律第９６条第５項に基づく事業協
同組合への組織変更の認可

１０日（主務大臣が経済産業大
臣及びその他の大臣であるとき
は、１５日）

３週（主務大臣が経済産業大臣
及びその他の大臣であるとき
は、１月）

中小企業団体の組織に関する法律第９７条第２項に基づく商工組
合への組織変更の認可

１０日 ３週

８．割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

割賦販売法第１８条の５第３項に基づく前受業務保証金の取戻し
承認

１２日 １５日

割賦販売法第１８条の５第５項に基づく供託委託契約の解除の承
認

７日 １５日

割賦販売法第２０条の４第２項に基づく供託した前受業務保証金
の取戻し承認

１２日 １５日

割賦販売法第３３条第１項に基づく包括信用購入あっせん業者の
登録

６０日 ６０日

割賦販売法第３５条の３の２５第１項に基づく個別信用購入あっ
せん業者の登録

６０日 ６０日

割賦販売法第３５条の３の２７第１項に基づく登録個別信用購入
あっせん業者の登録の更新

６０日 ６０日

割賦販売法第３５条の３の６２に基づく前受業務保証金の取戻し
承認

１２日 １５日

割賦販売法第３５条の３の６２に基づく供託委託契約の解除承認 ７日 １５日

割賦販売法第３５条の３の６２に基づく供託した前受業務保証金
の取戻し承認

１２日 １５日

割賦販売法第３５条の１７の４第１項に基づくクレジットカード
番号等取扱契約締結事業者の登録

６０日 ６０日

割賦販売法施行令第８条第１項に基づく請求に係る営業保証金及
び前受業務保証金の還付に関する確認書の交付

３０日 ６０日

許可割賦販売業者営業保証金規則第２０条第１項に基づく債権申
出書の提出がなかったことの証明書の交付

１２日 １５日

許可割賦販売業者営業保証金規則第２０条第２項に基づく申出に
係る債権の総額に関する証明書の交付

１２日 １５日

許可割賦販売業者営業保証金規則第２３条第１項に基づく申出を
すべき期間内に債権の申出がなかつた旨の証明書の交付

１２日 １５日

許可割賦販売業者営業保証金規則第２３条第２項に基づく申出を
すべき期間内に債権の申出がなかつた旨の証明書の交付

１２日 １５日

９．電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

電気事業法第２７条の３１第１項の規定による特定供給の許可 － ４週

１０．消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

消費生活用製品安全法第４条第３項第４号の規定による古物営業
法（昭和２４年法律第１０８号）第２条第１項に規定する古物で
ある子供用特定製品の販売等の承認

７日 １４日

標準処理期間

標準処理期間

標準処理期間



１１．揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和五十一年法律
第八十八号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

揮発油等の品質の確保等に関する法律第３条に基づく揮発油販売
業を行おうとする者の登録

１４日 １４日

揮発油等の品質の確保等に関する法律第８条に基づく揮発油販売
業者の変更登録

１０日 １０日

揮発油等の品質の確保等に関する法律第１２条の２に基づく揮発
油特定加工業を行おうとする者の登録

１４日 １４日

揮発油等の品質の確保等に関する法律第１２条の６に基づく揮発
油特定加工業者の変更登録

１０日 １０日

揮発油等の品質の確保等に関する法律第１２条の９に基づく軽油
特定加工業を行おうとする者の登録

１４日 １４日

揮発油等の品質の確保等に関する法律第１２条の１３に基づく軽
油特定加工業者の変更登録

１０日 １０日

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第１４条の２第１
項に基づく生産揮発油品質維持計画及び確認揮発油品質維持計画
の認定

１５日 １５日

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第１４条の７第１
項に基づく生産揮発油品質維持計画及び確認揮発油品質維持計画
の計画終了日の変更の認定

１月 １月

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第１７条の２第１
項の規定による揮発油特定加工品質確認計画の認定

１５日 １５日

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第１７条の５第１
項の規定による揮発油特定加工品質確認計画の変更の認定

１５日 １５日

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第１７条の７第１
項の規定による揮発油特定加工品質確認計画の計画終了日の変更
の認定

１月 １月

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第２５条の２第１
項の規定による軽油特定加工品質確認計画の認定

１５日 １５日

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第２５条の５第１
項の規定による軽油特定加工品質確認計画の変更の認定

１５日 １５日

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第２５条の７第１
項の規定による軽油特定加工品質確認計画の計画終了日の変更の
認定

１月 １月

１２．エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換
等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律第７条第４項の申出に基づく特定事業者の指定の取消し

２０日 ２４日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律第７条の４第２項の申出に基づく第一種エネルギー管理
指定工場等の指定の取消し

２０日 ２４日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律第１７条第２項の申出に基づく第二種エネルギー管理指
定工場等の指定の取消し

２０日 ２４日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律第１９条第３項の申出に基づく特定連鎖化事業者の指定
の取消し

２０日 ２４日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律第６１条第３項の申出に基づく特定荷主の指定の取消し

２０日 ２４日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律施行規則第６条第２項に基づくエネルギー管理統括者の
兼任の承認

２５日 １月

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律施行規則第６条の４第２項に基づくエネルギー管理企画
推進者の兼任の承認

２５日 １月

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律施行規則第８条第２項に基づくエネルギー管理者の兼任
の承認

２５日 １月

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関
する法律施行規則第１１条第２項（第２２条第１項において準用
する場合を含む。）に基づくエネルギー管理員の兼任の承認

２５日 １月

標準処理期間

標準処理期間



１３．計量法（平成四年法律第五十一号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

計量法第１２７条第１項に基づく適正計量管理事業所の指定 ３週 ４週

１４．商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する
法律（平成五年法律第五十一号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第
７条第１項の規定に基づく経営発達支援計画の認定

４月 ４月

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第
８条第１項の規定に基づく経営発達支援計画の変更の認定

４月 ４月

１５．中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

中小企業等経営強化法第８条第１項に基づく社外高度人材活用新
事業分野開拓計画の認定

４０日 ４５日

中小企業等経営強化法第９条第１項に基づく社外高度人材活用新
事業分野開拓計画の変更の認定

４０日 ４５日

中小企業等経営強化法第１４条第１項に基づく経営革新計画の承
認〔所管行政庁が経済産業省（経済産業大臣が承認するもの）の
みの場合に限る。〕

４０日 ４５日

中小企業等経営強化法第１５条第１項に基づく経営革新計画の変
更の承認〔所管行政庁が経済産業省（経済産業大臣が承認するも
の）のみの場合に限る。〕

４０日 ４５日

中小企業等経営強化法第１７条第１項に基づく経営力向上計画の
認定

２５日（経済産業局等にシステ
ムで電子申請された場合は１４
日（休日等を除く））（複数の
主務大臣による認定の場合は４
０日）

３０日（複数の主務大臣による
認定の場合は４５日）

中小企業等経営強化法第１８条第１項に基づく経営力向上計画の
変更の認定

２５日（経済産業局等にシステ
ムで電子申請された場合は１４
日（休日等を除く））（複数の
主務大臣による認定の場合は４
０日）

３０日（複数の主務大臣による
変更の認定の場合は４５日）

中小企業等経営強化法第３１条第１項に基づく経営革新等支援機
関の認定

４５日 ４５日

中小企業等経営強化法第３３条第１項に基づく経営革新等支援機
関の認定の更新

４５日 ４５日

中小企業等経営強化法第４９条第１項に基づく導入促進基本計画
の同意

- ３０日

中小企業等経営強化法第５０条第１項に基づく導入促進基本計画
の変更の同意

- ３０日

中小企業等経営強化法第５６条第３項に基づく事業継続力強化計
画の認定

４５日 ４５日

中小企業等経営強化法第５７条第１項に基づく事業継続力強化計
画の変更の認定

４５日 ４５日

中小企業等経営強化法第５９条第３項に基づく連携事業継続力強
化計画の認定

４５日 ４５日

中小企業等経営強化法施行規則第１６条第１項第２号及び第２項
第２号並びに第３項に基づく投資計画の確認

- ３０日

標準処理期間

標準処理期間

標準処理期間



１６．アルコール事業法（平成十二年法律第三十六号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

アルコール事業法第３条第１項に基づくアルコール製造事業の許
可

１５日 ３週

アルコール事業法第４条第３号に基づく試験研究製造の承認 １０日 ２週

アルコール事業法第８条第１項に基づくアルコール製造事業の変
更の許可

１５日 ３週

アルコール事業法第１３条第１項に基づくアルコール製造事業の
必要な行為の継続

１０日 ２週

アルコール事業法第１５条に基づく酒母等の移出の承認 １０日 ２週

アルコール事業法第１６条第１項に基づく輸入事業の許可 １５日 ３週

アルコール事業法第１７条ただし書に基づく試験研究輸入の承認 １０日 ２週

アルコール事業法第１９条第１項に基づくアルコール輸入事業の
必要な行為の継続

１０日 ２週

アルコール事業法第２０条で準用する第８条第１項に基づくアル
コール輸入事業の変更の許可

１５日 ３週

アルコール事業法第２１条第１項に基づくアルコール販売事業の
許可

１５日 ３週

アルコール事業法第２２条第１項ただし書に基づく許可使用者の
アルコールの譲渡の承認

１０日 ２週

アルコール事業法第２４条第１項に基づくアルコール販売事業の
必要な行為の継続

１０日 ２週

アルコール事業法第２５条で準用する第８条第１項に基づくアル
コール販売事業の変更の許可

１５日 ３週

アルコール事業法第２６条第１項に基づくアルコールの使用の許
可

１５日 ３週

アルコール事業法第２９条第１項に基づくアルコールの使用の必
要な行為の継続

１０日 ２週

アルコール事業法第３０条で準用する第８条第１項に基づくアル
コールの使用の変更の許可

１５日 ３週

１７．物資の流通の効率化に関する法律（平成十七年法律第八十
五号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

物資の流通の効率化に関する法律第６条第４項の規定に基づく総
合効率化計画の認定（特定流通業務施設の整備を行う事業が記載
された総合効率化計画）

４５日 ２月

物資の流通の効率化に関する法律第６条第４項の規定に基づく総
合効率化計画の認定（特定流通業務施設の整備を行う事業が記載
された総合効率化計画以外の総合効率化計画）

１５日 １月

物資の流通の効率化に関する法律第７条第１項の規定に基づく総
合効率化計画の変更の認定（特定流通業務施設の整備を行う事業
が記載された総合効率化計画）

４５日 ２月

物資の流通の効率化に関する法律第７条第１項の規定に基づく総
合効率化計画の認定（特定流通業務施設の整備を行う事業が記載
された総合効率化計画以外の総合効率化計画）

１５日 １月

物資の流通の効率化に関する法律第９条第２項の規定に基づく特
定流通業務施設の確認

１５日 １月

物資の流通の効率化に関する法律第４５条第３項の規定に基づく特定
第一種荷主の指定の取消しの申出

２０日 ２４日

物資の流通の効率化に関する法律第４５条第７項の規定に基づく特定
第二種荷主の指定の取消しの申出

２０日 ２４日

物資の流通の効率化に関する法律第６４条第３項の規定に基づく特定
連鎖化事業者の指定の取消しの申出

２０日 ２４日

標準処理期間

標準処理期間



１８．中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に
関する法律（平成二十年法律第三十八号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する
法律第４条第１項に基づく農商工等連携事業計画の認定

５５日 ６０日

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する
法律第５条第１項に基づく農商工等連携事業計画の変更の認定

５５日 ６０日

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する
法律第６条第１項に基づく農商工等連携支援事業計画の認定

５５日 ６０日

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する
法律第７条第１項に基づく農商工等連携支援事業計画の変更の認
定

５５日 ６０日

１９．商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動
の促進に関する法律（平成二十一年法律第八十号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進
に関する法律第４条第１項に基づく商店街活性化事業計画の認定

７週 ８週

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進
に関する法律第５条第１項に基づく商店街活性化事業計画の変更
の認定

７週 ８週

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進
に関する法律第６条第１項に基づく商店街活性化支援事業計画の
認定

７週 ８週

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進
に関する法律第７条第１項に基づく商店街活性化支援事業計画の
変更の認定

７週 ８週

２０．生産性向上特別措置法（平成三十年法律第二十五号）

手続名
行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律第六条第一項の規定により行
われた申請の場合の処理期間

その他の申請の場合の処理期間

生産性向上特別措置法第２２条第１項に基づく革新的データ産業
活用計画の認定

― １月

生産性向上特別措置法第２３条第１項に基づく革新的データ産業
活用計画の変更の認定

― １月

標準処理期間

標準処理期間

（注）法令により当該申請に対する処分をする行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合には、この表における標
準処理期間は、特記しているものを除き、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に
到達するまでに通常要すべき標準的な期間を含むものとする。

標準処理期間


